
ご存知ですか？　児童扶養手当

子育て支援課☎４７－１２８３

ご存知ですか？　特別児童扶養手当
子育て支援課☎４７－１２８３

　
父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
共
に
し
て
い
な
い
児
童

が
養
育
さ
れ
る
家
庭
等
の
生
活
の
安
定

と
自
立
を
促
進
し
、
児
童
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
さ

れ
る
手
当
で
す
。

■
支
給
対
象
者

　
18
歳
未
満
の
児
童
（
児
童
が
障
害
を

有
す
る
場
合
は
20
歳
未
満
）
を
養
育
し

て
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
当

て
は
ま
る
母
、
父
、
ま
た
は
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人

○
父
母
が
離
婚
し
て
い
る

○
父
ま
た
は
母
が

•	

死
亡
し
て
い
る

•	

重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

•	

１
年
以
上
遺
棄
し
て
い
る

•	

１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

•	

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
よ
る
裁
判

所
の
保
護
命
令
を
受
け
て
い
る

•	

婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
児
童
が
生
ま

れ
、
父
ま
た
は
母
か
ら
の
養
育
を

受
け
て
い
な
い

■
支
給
さ
れ
な
い
場
合

•	

日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い

•	

児
童
を
養
育
す
る
父
ま
た
は
母
が

婚
姻
し
た
と
き
（
事
実
婚
を
含
む
）

•	

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る

■
所
得
制
限

　
受
給
者
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
上
で
あ
る
場
合

は
、
手
当
の
一
部
ま
た
は
全
部
が
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

■
申
請
に
必
要
な
資
料
等

•	

印
鑑

•	

申
請
者
名
義
の
金
融
機
関
の
通
帳

•	

申
請
者
の
年
金
手
帳

•	

市
外
本
籍
地
の
方
は
戸
籍
謄
本

　
世
帯
の
状
況
に
応
じ
て
、
必
要
な
資

料
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
現
況
届
の
提
出

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

は
、
毎
年
現
況
届
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。
書
類
を
郵
送
し
ま
す
の
で
受
給
者

本
人
が
８
月
31
日
ま
で
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　
身
体
、
知
的
ま
た
は
精
神
に
障
害
を

有
す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
、

児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

　
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
の
有

無
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
医
師
が
作
成
し

た
診
断
書
の
審
査
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

　
20
歳
未
満
で
身
体
、
ま
た
は
知
的
、

精
神
に
重
度
ま
た
は
中
度
の
障
害
が
あ

り
、
一
定
の
介
助
等
の
必
要
が
あ
る
児

童
を
監
護
す
る
父
、
母
ま
た
は
養
育
す

る
人

■
支
給
さ
れ
な
い
場
合

•	

日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い

•	

障
害
を
事
由
と
す
る
年
金
給
付
を

　
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

•	

児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る

■
所
得
制
限

　
受
給
者
本
人
、
配
偶
者
ま
た
は
扶
養

義
務
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
上
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
年
の
８
月
か
ら
翌

年
の
７
月
ま
で
は
手
当
の
支
給
が
停
止

さ
れ
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
資
料
等

•	
印
鑑

•	
申
請
者
名
義
の
金
融
機
関
の
通
帳

•	

申
請
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

•	

世
帯
全
員
の
住
民
票

•	

医
師
の
診
断
書
（
所
定
の
様
式
）

　
身
体
障
害
者
者
手
帳
、
療
育
手
帳
を

対
象
児
童
が
所
持
す
る
場
合
は
省
略
で

き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

•	

身
体
障
害
者
手
帳･

療
育
手
帳

　
　
　（
対
象
児
童
が
所
持
す
る
場
合
）

　
世
帯
の
状
況
に
応
じ
て
、
必
要
な
資

料
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
所
得
状
況
届
の
提
出

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
人
は
、
毎
年
所
得
状
況
届
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。
書
類
を
郵
送
し
ま
す
の

で
９
月
11
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

 手当区分
 平成 28 年度

 4 月からの月額

 児童扶養手当
 （全部支給）

 42,330 円

 特別児童扶養手当
 1 級  51,500 円

 2 級  34,300 円

平成 28 年 8 月分から児童扶養手当の
加算額が、増額されます。

【第２子】月額５千円→
　　　　　　　    最大で月額 1 万円に

【第３子以降】月額３千円→
　　　　　　　    最大で月額６千円に
※平成 28 年 8 月から同年 11 月分は

平成 28年 12月に支払われます。
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乳幼児等医療制度の
受給対象範囲 拡大！
保健医療課☎４２－５６１９

　
市
は
、
少
子
化
が
急
速
に
進
展
す
る

中
、
子
育
て
支
援
並
び
に
子
育
て
環
境

の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
を
重
要

政
策
と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
環
と
し
て
、
平
成
28
年
８
月

１
日
か
ら
、
現
在
中
学
生
ま
で
の
方
に

受
給
対
象
と
し
て
ご
利
用
い
た
だ
い
て

い
ま
す
、
乳
幼
児
等
医
療
制
度
の
受
給

対
象
範
囲
を
18
歳
ま
で
拡
大
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
市
の
子
育
て
家
庭
の

さ
ら
な
る
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
度
中
に
16
歳
～
18
歳
に

な
ら
れ
る
方
に
は
、
す
で
に
郵
送
に
て

申
請
書
を
送
付
し
て
お
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
保
健
医
療
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
受
給
対
象
者
が
結
婚
し
て
い
る
場
合

や
社
会
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場

合
、
ま
た
生
活
保
護
、
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
制
度
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療

制
度
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外

で
す
。

　
市
は
、
不
妊
治
療
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
、
特
定
不
妊
治
療
に

要
し
た
費
用
に
対
し
て
、
広
島
県
の
特

定
不
妊
治
療
費
助
成
額
を
除
い
た
費
用

の
全
額
を
助
成
し
ま
す
。

■
対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

•	

夫
又
は
妻
の
い
ず
れ
か
一
方
も
し

く
は
両
方
が
安
芸
高
田
市
内
に
住

所
を
有
す
る
方

•	

広
島
県
の
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

承
認
決
定
を
受
け
た
方

•	

市
民
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

■
申
請
期
間

　
広
島
県
の
不
妊
治
療
費
助
成
が
決
定

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
２
か
月
以
内

■
申
請
関
係
書

•	

安
芸
高
田
市
不
妊
治
療
支
援
事
業

申
請
書

•	

広
島
県
不
妊
治
療
支
援
事
業
決
定

通
知
書
の
写
し

•	

広
島
県
不
妊
治
療
支
援
事
業
申
請

書
の
写
し

•	

広
島
県
不
妊
治
療
費
助
成
申
請
に

係
る
証
明
書
の
写
し

•	

印
鑑
及
び
申
請
者
が
口
座
名
義
人

と
な
っ
て
い
る
通
帳
の
口
座
番
号

の
わ
か
る
も
の

不妊治療費の助成 拡大！
保健医療課☎４２ー５６３３

　
同
セ
ン
タ
ー
は
、
犯
罪
被
害
に
遭
わ

れ
た
被
害
者
と
そ
の
家
族
を
支
援
す
る

民
間
団
体
で
、
電
話
・
面
接
相
談
を
は

じ
め
裁
判
所
へ
の
付
き
添
い
な
ど
の
直

接
支
援
事
業
や
さ
ま
ざ
ま
な
被
害
の
早

期
回
復
や
軽
減
を
図
る
た
め
の
支
援
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

■
ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
こ
ん
な
と
き

に
電
話
し
て
下
さ
い

○
事
件
や
事
故
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た

○
心
に
深
い
傷
を
負
っ
た

○
家
族
が
被
害
を
受
け
た

広
島
被
害
者
支

援
セ
ン
タ
ー
は

「
犯
罪
被
害
者
等

早
期
援
助
団
体
」

で
、
犯
罪
・
事

故
の
被
害
者
や

そ
の
家
族
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

※
電
話
・
面
接
で
の
相
談
、
ま
ず
は
電

話
し
て
下
さ
い

公
益
社
団
法
人
広
島
県
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
２
‐
５
４
４
‐
１
１
１
０

広
島
市
中
区
立
町
１
‐
24

知っていますか？
公益社団法人広島被害者支援センター

☎０８２－５４４－１１１０

安芸高田市重度障害者外出支援
サービス（タクシー利用助成）

社会福祉課☎４２ー５６１５
　
対
象
と
な
る
障
害
の
あ
る
方
に
対
し

て
、
市
内
の
指
定
タ
ク
シ
ー
業
者
で
利

用
で
き
る
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
（
お
太

助
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
）
を
交
付
し
ま

す
。
チ
ケ
ッ
ト
は
1
枚
５
０
０
円
で
、

交
付
枚
数
は
1
カ
月
に
つ
き
8
枚
で

す
。
申
請
さ
れ
た
月
か
ら
当
該
年
度
3

月
ま
で
の
チ
ケ
ッ
ト
を
ま
と
め
て
交
付

し
ま
す
。

※
自
動
車
税
ま
た
は
軽
自
動
車
税
の
減

免
を
受
け
て
い
る
方
は
交
付
枚
数
が
半

分
に
な
り
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
方

次
の
手
帳
を
お
持
ち
の
方

①
視
覚
・
下
肢
・
体
幹
機
能
・
移
動
機

能
障
害
の
障
害
等
級
が
3
級
以
上
で
あ

る
身
体
障
害
者
手
帳

②
障
害
程
度
が
Ａ
ま
た
は
Ａ
の
療
育
手
帳

③
障
害
等
級
が
１
級
の
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳

■
対
象
外
と
な
る
方

①
居
住
地
特
例
で
市
内
の
施
設
に
入
所

な
ど
を
さ
れ
他
市
町
の
支
援
を
受
け
て

い
る
方

②
障
害
者
通
院
交
通
費
を
受
け
て
い
る
方

③
高
齢
者
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
を
受
け

て
い
る
方
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